
 

小金井市校庭開放事業実施要綱 

平成９年４月１日 

制定 

  

改正 平成13年４月１日 平成14年５月１日  

   平成16年４月１日 平成18年４月１日  

   平成19年４月１日    

（目的） 

第１条 この要綱は，幼児（保護者も含む。），児童及び生徒の遊び場の不足を補うために市立小

学校の校庭を開放し，交流をとおして健全で安全な遊び場の提供をすることを目的とする。 

（事業の概要） 

第２条 事業の概要は，次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 主管 

小金井市教育委員会生涯学習部生涯学習課 

(２) 会場 

小金井市立小学校全校の校庭 

(３) 日程 

別表のとおり 

(４) 対象者 

ア 幼児（保護者も含む。） 

イ 小学校児童 

ウ 中学校生徒 

（実施方法等） 

第３条 実施方法は，次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 団体開放 

教育委員会の登録を受けた少年スポーツ団体で使用する。 

(２) 遊び場開放 

教育委員会の委嘱を受けた，指導員又は少年スポーツ団体が実施する。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する場合は，開放を中止するものとする。 

(１) 学校行事，その他学校長が必要と認める各種行事等のために，あらかじめ校庭開放一時中

止届（様式第１号）の提出があった場合 

(２) 教育委員会が各種行事等を実施する場合 

(３) 教育委員会が必要と認める地域団体等が主催する各種行事等で，校庭開放全面使用申請書

（様式第２号）の提出があった場合 

（登録利用団体） 

第４条 登録利用団体の資格は，次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 登録資格 

市内在住・在学の小中学生で構成するスポーツ団体であること。 

(２) 登録 

１年度を期限として，校庭開放団体利用登録申請書（様式第３号）を提出し，承認された団

体について登録するものとする。 

(３) 登録の取消し等 

次項に定める使用条件に違反したとき，又は条例に違反したとき，その他教育委員会又は学

校長が必要と認めたときは，登録の取消し又は使用条件の変更，使用の停止を行う。 

２ 使用条件は，次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 使用の前後には，施設管理員に連絡をとり，校庭開放日誌（様式第４号）に使用状況を記

入すること。 

(２) 使用時間を厳守し，校庭以外は使用しないこと。 

(３) 併用する遊び場開放の場所を確保し，遊び場の安全を確保すること。 



(４) 使用時間中の事故については，団体責任者が責を負うこと。 

(５) 学校設備を破損した場合，速やかに学校及び教育委員会に報告し賠償をすること。 

(６) 使用後は，校庭の清掃等責任をもって原状に復すること。 

(７) その他，校庭開放事業団体利用の承認について（様式第５号）に記載された使用上の注意

を遵守すること。 

３ 登録利用団体として校庭開放を利用する団体は，校庭開放指導員としての委嘱に応ずるよう努

めなければならない。 

（指導員等） 

第５条 校庭開放指導員又は遊び場開放の指導に当たる少年スポーツ団体（以下「指導員等」とい

う。）の配置と勤務内容は，次の各号のとおりとする。 

(１) 指導員等の配置 

遊び場開放に伴う施設の管理，利用者の安全管理を図るとともに，子どもたちとの交流と相

互理解を深めるため指導員等を配置する。 

(２) 委嘱 

教育委員会は，毎年指導員等を募集し採用された者に対して委嘱状を交付する。 

(３) 委嘱の取消し 

ア 指導員等としての立場を利用し，営利，宗教，政治の活動をしたとき。 

イ 社会的信用を失墜するような行為があったとき。 

ウ 勤務状況が思わしくない者 

エ 本人より辞任の申出があったとき。 

２ 勤務内容は，次の各号のとおりとする。 

(１) スポーツ，遊びの指導 

(２) 利用者の安全管理 

(３) 遊具の貸出し及び管理 

(４) 校庭開放日誌の記入 

(５) 事故発生時の緊急連絡及び校庭開放事故報告書（様式第６号）の提出 

３ 謝礼の支払方法は，その月の分を翌月中旬までに振込を委任された各指導員等の預金口座に振

り込むものとする。 

（事故への対応） 

第６条 事故への対応は，次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 教育委員会は，校庭開放中の事故に備え，利用者及び指導員等を対象に傷害保険に加入す

る。 

(２) 指導員等に対し応急・普通救命法の講習を設定する。 

(３) 簡易な負傷に対応するため医薬品を常備する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，教育長が別に定める。 

付 則 

この要綱は，平成９年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成13年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に作成されている用紙は，この要綱の規定にかかわらず，残品の存する限り

使用することができる。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成14年５月１日から施行し，この要綱による改正後の小金井市校庭開放事業実

施要綱の規定は，平成14年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に作成されている用紙は，この要綱の規定にかかわらず，残品の存する限り



使用することができる。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に作成されている用紙は，この要綱の規定にかかわらず，残品の存する限り

使用することができる。 

付 則 

この要綱は，平成18年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は，平成19年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

  

 期間 開放日 時間 利用区分  

   午前８時30分～  

   午後０時30分 

団体利用 

 

 

３月～11月 

午後１時～午後５時 団体・遊び場併用  

 

土曜・日曜・祝日 

午前８時30分～  

   午前12時  

   午後０時30分～  

 

12月～２月 

  午後４時 

団体利用 

 

 午前８時30分～  

 午後０時30分 

団体利用 

 

 

春季休業 ３月26日～４月５日 

午後１時～午後５時 団体・遊び場併用  

 午前８時30分～  

 午前12時 

団体利用 

 

 午後０時30分～  

 

冬季休業 12月26日～１月７日 

午後４時（遊び場開放は

午後１時～午後４時） 

団体・遊び場併用 

 

※ 夏季休業，年末年始（12月29日から１月３日まで）及び学校使用時は実施しない。 



様式第１号 

（第３条関係） 

 



様式第２号 

（第３条関係） 

 



様式第３号 

（第４条関係） 

 

 



様式第４号 

（第４条関係） 

 



様式第５号 

（第４条関係） 

 



様式第６号 

（第５条関係） 

 



 

小金井市校庭開放事業実施要綱 

平成９年４月１日 

制定 

  

改正 平成13年４月１日 平成14年５月１日  

   平成16年４月１日 平成18年４月１日  

   平成19年４月１日    

（目的） 

第１条 この要綱は，幼児（保護者も含む。），児童及び生徒の遊び場の不足を補うために市立小

学校の校庭を開放し，交流をとおして健全で安全な遊び場の提供をすることを目的とする。 

（事業の概要） 

第２条 事業の概要は，次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 主管 

小金井市教育委員会生涯学習部生涯学習課 

(２) 会場 

小金井市立小学校全校の校庭 

(３) 日程 

別表のとおり 

(４) 対象者 

ア 幼児（保護者も含む。） 

イ 小学校児童 

ウ 中学校生徒 

（実施方法等） 

第３条 実施方法は，次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 団体開放 

教育委員会の登録を受けた少年スポーツ団体で使用する。 

(２) 遊び場開放 

教育委員会の委嘱を受けた，指導員又は少年スポーツ団体が実施する。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する場合は，開放を中止するものとする。 

(１) 学校行事，その他学校長が必要と認める各種行事等のために，あらかじめ校庭開放一時中

止届（様式第１号）の提出があった場合 

(２) 教育委員会が各種行事等を実施する場合 

(３) 教育委員会が必要と認める地域団体等が主催する各種行事等で，校庭開放全面使用申請書

（様式第２号）の提出があった場合 

（登録利用団体） 

第４条 登録利用団体の資格は，次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 登録資格 

市内在住・在学の小中学生で構成するスポーツ団体であること。 

(２) 登録 

１年度を期限として，校庭開放団体利用登録申請書（様式第３号）を提出し，承認された団

体について登録するものとする。 

(３) 登録の取消し等 

次項に定める使用条件に違反したとき，又は条例に違反したとき，その他教育委員会又は学

校長が必要と認めたときは，登録の取消し又は使用条件の変更，使用の停止を行う。 

２ 使用条件は，次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 使用の前後には，施設管理員に連絡をとり，校庭開放日誌（様式第４号）に使用状況を記

入すること。 

(２) 使用時間を厳守し，校庭以外は使用しないこと。 

(３) 併用する遊び場開放の場所を確保し，遊び場の安全を確保すること。 



(４) 使用時間中の事故については，団体責任者が責を負うこと。 

(５) 学校設備を破損した場合，速やかに学校及び教育委員会に報告し賠償をすること。 

(６) 使用後は，校庭の清掃等責任をもって原状に復すること。 

(７) その他，校庭開放事業団体利用の承認について（様式第５号）に記載された使用上の注意

を遵守すること。 

３ 登録利用団体として校庭開放を利用する団体は，校庭開放指導員としての委嘱に応ずるよう努

めなければならない。 

（指導員等） 

第５条 校庭開放指導員又は遊び場開放の指導に当たる少年スポーツ団体（以下「指導員等」とい

う。）の配置と勤務内容は，次の各号のとおりとする。 

(１) 指導員等の配置 

遊び場開放に伴う施設の管理，利用者の安全管理を図るとともに，子どもたちとの交流と相

互理解を深めるため指導員等を配置する。 

(２) 委嘱 

教育委員会は，毎年指導員等を募集し採用された者に対して委嘱状を交付する。 

(３) 委嘱の取消し 

ア 指導員等としての立場を利用し，営利，宗教，政治の活動をしたとき。 

イ 社会的信用を失墜するような行為があったとき。 

ウ 勤務状況が思わしくない者 

エ 本人より辞任の申出があったとき。 

２ 勤務内容は，次の各号のとおりとする。 

(１) スポーツ，遊びの指導 

(２) 利用者の安全管理 

(３) 遊具の貸出し及び管理 

(４) 校庭開放日誌の記入 

(５) 事故発生時の緊急連絡及び校庭開放事故報告書（様式第６号）の提出 

３ 謝礼の支払方法は，その月の分を翌月中旬までに振込を委任された各指導員等の預金口座に振

り込むものとする。 

（事故への対応） 

第６条 事故への対応は，次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 教育委員会は，校庭開放中の事故に備え，利用者及び指導員等を対象に傷害保険に加入す

る。 

(２) 指導員等に対し応急・普通救命法の講習を設定する。 

(３) 簡易な負傷に対応するため医薬品を常備する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，教育長が別に定める。 

付 則 

この要綱は，平成９年４月１日から施行する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成13年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に作成されている用紙は，この要綱の規定にかかわらず，残品の存する限り

使用することができる。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成14年５月１日から施行し，この要綱による改正後の小金井市校庭開放事業実

施要綱の規定は，平成14年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に作成されている用紙は，この要綱の規定にかかわらず，残品の存する限り



使用することができる。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に作成されている用紙は，この要綱の規定にかかわらず，残品の存する限り

使用することができる。 

付 則 

この要綱は，平成18年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は，平成19年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

  

 期間 開放日 時間 利用区分  

   午前８時30分～  

   午後０時30分 

団体利用 

 

 

３月～11月 

午後１時～午後５時 団体・遊び場併用  

 

土曜・日曜・祝日 

午前８時30分～  

   午前12時  

   午後０時30分～  

 

12月～２月 

  午後４時 

団体利用 

 

 午前８時30分～  

 午後０時30分 

団体利用 

 

 

春季休業 ３月26日～４月５日 

午後１時～午後５時 団体・遊び場併用  

 午前８時30分～  

 午前12時 

団体利用 

 

 午後０時30分～  

 

冬季休業 12月26日～１月７日 

午後４時（遊び場開放は

午後１時～午後４時） 

団体・遊び場併用 

 

※ 夏季休業，年末年始（12月29日から１月３日まで）及び学校使用時は実施しない。 



様式第１号 

（第３条関係） 

 



様式第２号 

（第３条関係） 

 



様式第３号 

（第４条関係） 

 

 



様式第４号 

（第４条関係） 

 



様式第５号 

（第４条関係） 

 



様式第６号 

（第５条関係） 

 


